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第1表

刑事部の構成等

令和2年11月1日現在

第1 部の数

1 合議部

2 令状部

13か部

1か部（第14部）

第2配置人員

1 裁判官

（1）判事 47人（うち職務代行'人,

（2）特例判事補 6人（うち研修1人，育休2人）

（3）判事補 20人（うち研修1人，病休1人）

計 73人

2裁判官以外の職員
（事務補助員，任期付採用者及び臨時的任用者は含まない。 ）

(1)調査官

(2)書記官

(3)速記官

(4)事務官

計

1.人

145人（うち育休6人，産休1人，休職1人，同行休業1人）

14人

70人（うち育休3人，産休1人）

230人

第3設備

1 合議用法廷 20室（うち裁判員裁判用法廷は16室（大法廷
1室， ビデオリンク法廷1室を含む。 ） ）

25室

5室

50室

単独用法廷

勾留質問室

計

２
３

〆



東京地方裁判所刑事部裁判官配置表
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【機密性2】 ※刑事第4部兼務の裁判官は別紙のとおり
令和2年11月24日現在
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＜別紙＞

刑事第4部兼務の裁判官
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◎常置委員会
常置委員所長代行
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◎事務分配関係委員会
委員長 所長代行
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◎新任判事補研さん関係委員会
委員長 判事 （3部） 丹
委員 （10部)．三〃

（13部）村〃 〃

（14部） 向〃 〃

(18部） 木〃 〃

◎司法修習生指導等萎員会
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委員 " (1部）
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◎医療観察法関係委員会
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ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｊ
〃 〃 （3部）
〃 〃 （7部）
〃 〃 . (10部）
〃 〃 (16部）
″
″

庶務係長
管理係長

オブ‘サーバー東簡簡裁判事 （2室）
〃 東筋訟廷管理官

楡井英夫
守下 実
古玉正紀

家入美香
高橘康明
品川しのぶ

深野英一
川田宏一
三浦隆昭
世森ユキコ

吉崎佳弥
井下田英樹
村田千香子
三上 潤
赤松亨太
鈴木 巧
瀧岡俊文
木口麻衣
一社紀行

渋谷俊介
清水洋佑
池田翔平
竹田美波
鹿見光二郎
村上剛英
飯田理悪
濱口勝美
水戸達城
林 広

白崎康弘
羽賀秀博
市川 茂

西野吾一

古玉正紀
家入美香

多田裕－

深野英一
三浦隆昭

小林謙介
村上剛英
鈴木 誠

濱口勝美
鈴木基良
清水 、 洋
秋元 聡

大島修市

吉田智博
宇賀神保窓
金子益之
水出彫子

常任幹事所長代行 永渕健一
幹事 判事 （3部）丹羽敏彦

一
昭
．
弥
樹
子
佑
平
樹
郎
英
太
志
志
行
桂
と
治

幹事 判事 (14部）大伴慎吾

代表幹事判事 (15部）楡井英夫

幹事 特例判事補 （8部）

幹事 判事 （10部）

一
一
夫
潤
太
波

幹事 判事 (15部）赤松亨太

島田
永渕健

楡井英
三上

赤松亨

竹田美

永渕健

大伴慎

永渕健
丹羽敏

楡井英

川田宏

三浦隆
世森ユキ

吉崎佳
井下田英
村田千香
清水洋

池田翔

井下田英
日野浩一

村山智

赤松亨
島尻大

島尻大

一社紀
名取

佐藤み較

松下健

幹事 判事 ｊ
ｊ
部
部

部）

〃 〃

(10部）〃 〃

（10部）〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃

(6

〃

〃

〃 〃

ｊ
ｊ
部
部
１
１
１
１
く
ｌ

″
″

″
″

〃 〃

〃 〃

◎霞翔会

◎昼食会

◎刑事･少年関係連絡協蟻会

◎裁判長懇談会

(6部）

(8部）

◎霞水会

◎水曜会

◎醗隅会
(11

(17部〉

判事補 （10部）

特例判事補 （8部） 島尻大志

判事補 (1部）

(11部）

(13

(11部）

一

代表幹事所長代行
幹事
〃

〃

判事 (15部）
〃 〃 (15部）

(15部）〃 〃

〃 判事補 (15部）

◎刑窮裁判実務研究会
常任幹事所長代行 永渕健

◎公判前整理手続委員会
委員長 判事 （3部）
委員 〃 （3部）
〃 〃 （4部）
〃 〃 (11部）
〃 〃 （13部）
〃 〃 （17部）

″
″
″
″

特例判事補 ．(8部）
次席書記官
訟廷副管理官
主任書記官

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

◎公判審理手続委員会

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部
部

３
４
１
３
７

く
く
１
１
１

く
く
く

委員長 判事 (17部）
委員 〃 （3部）
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

(4部）
(6部）
(7部）
(8部）
(15部）〃 〃

″
″

訟廷副管理官
主任書記官

〃 〃

〃 〃

〃 〃

◎裁判員選任手続委員会
委員長 判事 (1
委員 〃 (1

Ｊ
１
１
１
Ｊ

１
Ｊ
１
Ｉ
Ｊ

Ｉ
１
１
ｊ
Ｊ

Ｊ
Ｊ
１
１
Ｊ

〃

〃

〃

″
″

次席書記官
訟廷管理官

裁判員調整官
主任書記官
裁判員第一係長

同係書記官
〃 〃

〃 裁判員第二係長

″
″
″

同係事務官

事務局次長
経理課長

（3部）

（6部）
(15部）

(17部）

艶
瓦

(1部）

(1部）

（6部）

(13部）
(16部）

(17部）
(18部）

(1部）

丹
長
品
井
村
秋
島
東
横
八
水
白
坂
鈴
下
多
深
日
野
坂
三
飯
八
町
羽
鈴
守
古
室
渡
小
秋
木
東
鈴
佐
高
向
伊
酒
石
仙
依
木

羽敏彦

池健司

川しのぶ

下田英樹
山智英
田志保
尻大志

郷友整
川 進

木義昭
戸達城
崎康弘

田眞治士
掛 匠

津健司
田裕一

野英一

野浩一郎

澤晃一

田正史
上 潤

田理惠

木義昭

島憲之
賀秀博
掛 匠

下 実

玉正紀
橘秀紀

邉一昭
林謙介

田志保

口麻衣

郷友整

木 誠

藤宣宏
橋剛弘
田隆子

藤友昭
井百合子

川元子

賀桃代
田弘太郎
田佳子

◎裁判員制度等広報委員会
委員長 判事 （7部）
委員 〃 （3部）
〃 〃 (7部）

（10部）〃 〃

(14部）〃 〃

（14部）〃 〃

″
″

特例判事補 （8部）
判事補 （13部）

〃 〃 （16部）
〃 〃 (18部）

Ｉ
Ｉ
１
Ｊ
Ｉ
Ｊ

Ｉ
ｊ
ｊ
１
Ｊ
！
●

次席書記官
裁判員調整官
裁判員第一係長
同係書記官
総務課長
総務課課長補佐

◎裁判員裁判の在り方を考える委員会
委員長 所長代行
委員 判事

Ｊ
１
１
１
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
１

Ｊ
ｊ
Ｉ
Ｊ
１
Ｊ
１
１
Ｊ

■

″
″
″
″
″
″
″
″
〃

(1

(3

(3

(4

(7

（8

(10

(14

（16

(17

ｊ
ｌ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部
部
部
部
部
部
部

（18部）〃 〃

〃 特例判事補 (14部）

浅香竜太
長池健司

結城真一郎

世森ユキコ

向井志穂

鏡味 薫
島尻大志

伊藤友紀子
松村光泰

廣見光二郎
東郷友整
佐藤宣宏

向田隆子

柳沢正人
藤沢省吾

久保宗義

員会
永渕健－
守下 実
丹羽敏彦

長池健司
深野英－
浅香竜太

坂田正史
川田宏一

三貫納隼
西野吾一

下津健・司

瀧岡俊文

藤井俊彦



刑事訴訟事件（新受，既済，未済）年度別比較表

-●新受

一個--既済

(延べ人員）(延べ人員）

9,0009,000

÷一未済(不動事件を含む）(延べ人員） I

’’ 8,344
900
「

／う、、【349

瞳
ｌ
ｉ
ｌ

8,0008,000

800

7,000 7,000

’
Ｉ
■
、
』
■
■
ｒ
６
Ｉ
０
Ｌ
９
早
凸
９
１
０
■
９
日

6,909700

1－4hK

6,000 6,000I
１
１

600

…
０

，

5,000 5,000

’ I500
－

（

4,000 4,000■
■
■
■
５
Ｇ
日
日
↓
０
且
■
■
、
凸
Ｉ
ｇ
Ｕ
●
●
ｑ
４
■
６
●
■
■
９

400 Ｐ
０
８
Ｔ
８
凸
０
８
守
凸
Ｏ
Ｕ
ｇ
Ｔ
０
０
■

１
１ 八．三莚雲言 ：

40

353 ’
3,000 3,000I

300
’ う【】卜

2,000 2,000200

F及び未

牛が含冒 l,000100 1，000

II

－J
I

’ 翻
心
’
一
剛

0 0 0平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

【合議事件】

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

【単独事件】

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

【合議，単独計】

／、
600
一

520 ノ

2,5壷、〆



年度別新受人員調査表

東京地方裁判所刑事訟廷事件係
新 受 人 員 数（延べ人員）

年度
合議事件 I法定合議法定合議 裁定合議裁定合議合議単独合計

単独事件《

甲類 ； 乙類凸

《

甲類 ； 乙類凸

《

甲類 ； 乙類凸

裁定合議委員会の決定

甲類 ： 乙類
華鑿錘謹塗型Ⅲ内合識決定部内合識決定部内合識決定

類

陥
一
Ⅳ
一
肥

15,390 1,420
-

1,427

856 849； 7 564 18( 7 ) 536( Lol )10 I3,970

恥
一
恥
一
吋
一
州
一
川
一
川
一
Ⅷ

947 947： 0 480 0 477（ 54 ）3 13,789

1,345 888 888： 0 457 15 0 442( 51 ) 11,164

四
一
羽
一
別

l,113 755 752 : 3 358 3 351 （ 40 ）4 9，474

1,184 821 821 1 0 363 2 2 359（ 57 ） 8,295

964 624 624： 0 340 5（ 1 ） 324（ 62 ）ll 8，351

22 754 462 462： 0 292 2 290( 50 )0 7,177

羽
一
別
一
路

501 345 345； 0 156 I ( 1 ) 155（ 53 ）0 6,395

6,600 580 294 288： 6 286 11 （ 3 ） 273( 61 )2 6,020

6,324 532 312 312： 0 220 21 199( 21 )0 5,792

朋
一
〃

6,828
-

7,763

537 337 337； 0 200 17 181 ( 41 )ワ
ー 6,291

776 472 470； 2 304 0（6 ） 304（ 60 ）0 6,987

28 6,909 622 404 402： 2 218 5（ 6 ） 212（ 67 ）1 6,287

29 7,662 509 353 350： 3 156 153( 21 )0 3 7,153

30 8,714 478 370 370; O 108 12 96（ 25 ）0 8,236

1 8,220 639 458 458； 0 181 9（ 3 ） 171 ( 49 )1 7,581

1 （10月末現在） 6,706 486 359 359 : 0 127 9（ 3 ） 118（ 39 ）0 6,220

2 （10月末現在） 6,216 468 305 305 ； 0 163 11 151 （ 194）1 5,748

〔備考〕 翻
心
ｌ
伯
珊

甲類法定合議事件とは,裁判所法26条2項2号に定める合議制事件(法定合議事件)のうち乙類合議事件を除いたものをいう。
乙類(法定,裁定)合議事件とは,法定合議事件又は事件の係属する部からの申出に基づき裁定合議委員会において合議体で審判するのが相当であるとの
決定をした事件のうち公安労働等に関係する事件をいう。
部内合議決定には法定合議事件,裁定合議事件に併合された単独事件を含む。
下欄の｢1(10月末現在)｣及び｢2(10月末現在)｣は,令和元年10月31日現在と令和2年10月31日現在を比較したものである。
（ ）内は前年度以前受理事件を各年度に合議事件としたもので､いずれの年度にも計上していない。



刑事訴訟事件新受人員の推移
員人受

一
新
一
一
ｒ
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刑事訴訟事件,外国人事件,租税事件調査表

浬状折

2外国人事件受理状況 (延べ人員）

職
①
剛

新受

一
計

手
！
‐
；
１
１
１
１
１
１
１

－
靴

－
１
－
糊

一
舗
緬
‐

’
一
鍔

可T

甥緕

計

ｄ
Ｕ
Ｇ
卜
。
ｑ
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｑ
■
■

単独

日
日
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
上
■
■
■
■
Ｆ
６
Ｄ
Ｉ
ｏ
０
且

合議

27 472 304 7,291 7,763 628 6,789 7,417 625 2,043

28 404

１
６
１
℃
。
Ｑ
“
Ｏ
Ｖ
０
Ｉ
ｆ 218

Ⅱ
ｔ
‐
１
１
１
■
■
Ⅱ
■
も

？

▲

画

■

■

6,505
■
１
９
０
令
Ｉ
Ⅱ
８
０
口
。 6,909 849

１
１
９

I 6,469 7,318 482 1,777

29 353 156

■
０
，
Ｌ
Ｐ
Ｌ
１
１
も
己
ｑ
ｒ
６
１
■
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ｄ
ｑ
Ｂ
ａ
０

Ｉ
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7,662 615 6,674 7,289

30 370 108

１
１

■
１
Ｋ
ｐ
も
り
ｑ

8,344 8，714 600 7,761 8,361

1
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(1～9月）
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刑事訴訟事件終局人員年度別調査表

－

翻
剖
剛

－－一 一 可 ■

※ ［ ]2年9月までの割舎

、

ﾐﾐﾐﾐﾐﾐｰ
、
、

、、

、
ﾐﾐﾐｰｰ

、

、．
、、

年度 、、会堂別
、～
、

～～

審理期間

控訴率

天員腿
～割合貝11 ぐ込阜

）

審理期間別終局人員と総人員に対する割合

1月以内 3月以内 6月以内 1年以内 2年以内 3年以内’ 5年以内 5年超過 終局総人員
控訴率(%）
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人
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一
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一
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１
１
◇

牛
ｑ

４
０
◇
ｒ
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ー
ｂ
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合単計
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‐
ｆ
６
８
ｊ

〆、皇
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360

5.4％
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０
－
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師
一
Ｊ
－
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刑事訴訟事件未終局人員(審理期間)年度別比較表

’ →－6月以内

一畳－1年以内

二二鰯淵不動事件を含むJp－ 一

(延べ人員）
(延べ人員）

2,500 400

380

360

340

320

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

3,000 500

l

ル

450

(延ぺ人員）

2,500350
2,000

400

300

350

2,000

Lご企《 1,500
250 300

1,500 250
200

1,000
2001

150

1,000
121

150

100

93
500 lOO

500
鑓58 ；

意二三二尋
50

50

0

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

【合議事件】

00 0

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

【単独事件】

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

【合議，単独計】

令和元年

珊
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刑事訴訟長期未済事件(2年経過)年度別調査表

1年度別調査表
2長期化事由調査表

(単独事件）

※（ ）内の数字は不動事件の件数を内数で示し．
〔 〕内の数字は不動事件を除く割合を示す。

米 盆表の長期禾猶1午数甲．令ホロ2年10月末日露

の不動事件を除く長期未済事件を対象とした。

※（ ）内の数字は不動事件の件数を内数で示し，
〔 〕内の数字は不動事件を除く割合を示す。

職
①
剛

年度
未済
件数

長期未済
件数

長期未済件数
の占める割合
(％）

27 2,668

43

(25）

1．6

〔0.7〕

28 2,259

68

(24）

3.0

〔1.9〕

29 2‘632

64

(24）

2.4

〔1.5〕

30 2,985

76

(24）

2.5

[1.7]

1

●･●■●●●●G申●●●●■◆■b■G0c6■｡●■●●●●■ゅら●●l
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ｐ
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(10月末現在）
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2,898

78
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2.6

[1.8]
●甲●qqO●q■BOGC●e■G●｡＊■●●■●△●●pF舎寺寺令J■

2．6

〔1.8〕

2

(10月末現在）
3,093

77

(24）

2.5

〔1.7〕

年度
未済

件数
長期未済
件数

長期未済件数
の占める割合
(％）

27 625
34

(21）

5.4

[2.1]

28 482
43

(20）

8.9

〔4.8〕

29 443
36

(20）

8.1

〔3.6〕

30 377
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11．1

〔5.8〕

8｡
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●
ｅ
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●
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[5.2〕
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2

(10月末現在）
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(20）
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[5.61

合
単
別

事案複
雑困難

被告人

の逃亡
病気等

関連事
件の審
理待ち

計

合
議
事
件

2年以上

3年以上

4年以上

5年以上

6年以上

7年以上

8年以上

9年以上

10年以上

計
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3
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4

4

2

10

7

7
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0

0

2

31

単
独
事
件

2年以上

3年以上

5年以上

計
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1

13

2

3

4

9 0

14

4

4

22

合議･単独計 27 19 7 53

年度
未済
件数

長期未済
件数

長期未済件数
の占める割合
(％）

27 2,043
9

(4)

0,4

[0.2]

28 1,777
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(4)
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〔1.2〕
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８
の
２
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３
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2,449
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(4)
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(4)
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〔1.1〕

1.3

〔1,2〕
2

(10月末現在）
2,536

26

(4)

1.0

〔0.9〕



第10表

裁判員裁判対象事件等の新受人員調査表
合議・単独別等の新受人員内訳

’
7

0

■マーー ウ 寺一

一

合議・単独別

年度 新受人員（延べ人員）

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 合計 5年平均
令和2年
(1～10月）

法定合議事件
一一一●＝一一一+一寸一一q■ 争▲－－－－－－－－－÷● →一一凸一ﾕﾆ ●一口 e一●P FF 一÷一←g－一一一一● "●＝○一P一一 勺

裁定合議事件
一一一一一一一一一ー－アー一ユー凸 ＝ ＝■一口一与＝一一●－一一

単独事件

472
一d b－－■一－

304

6987

404

－一一一◇ー－eG－◇一

214

■－－ －－口や ■■一●

6291

353
●一一凸●一G－一一＝凸一一

156

凸一一一一－－一÷

7153

370

F－一 一申 4－－①姉一令一

108

一や中一一

8236

458

一一 + －－→一←■ 一

181
－5寺一一 r- ﾏｰ全 一

7581

2057

ゴ ー 凸宇 ,七一一争 一一

963
■宇守■＝■ 寺一口一

36248

411

－－－マーーー~

193

7250

305

一一』P一一 ｡一一③ ーー

163

－－－－ｾｰｰ

5748

新受人員合計 7763 6909 7662 . 8714 8220 39268 7854 6216

裁判員対象事件罪名（未遂を含む）

年度 新受人員（延べ人員）

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 合計 5年平均
令和2年

(1～10月）

7

0

1

一一一一－一一一一一一－

0
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2
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0

－ 今一 い← － 一一＝一

48
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3
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5

0
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今 も ▲ ず 亡司●■－ー

8

一－一一一二一一■一

0

ー合一一一寸－■ー

2

■h凸色ﾜ｡■一

0

回■ , －『 ,-,--一

0

－一一

0

一己 一← ■ －凸やPLF二一勺

44

ｳ ｡ 字 ,ﾛむ◇争由一 一一一a

0

一一■ F一一q 一一

3

－－－b一一■ r 口一一

0

幸｡→一 一 一‐一一一一句与一■ 弓

4

一一 ユ ーロ ■寺一勺

0

出今 ■一七一ｮ －●－－

26

■一ケロー一色 一画－画凸●q

0
C ■ 一一寺 →

9

一

0

裁判員対象事件新受人員合計 、
，
″
グ
咄

150 96 151 143 203 743 149 105



〔

裁判員裁判対象事件月別比較表(制度施行月～令和2年10月）

－

洗済率：全既済件翻

職
二
剛

5月 ～
21年
12月 1月 ～

22年
12月 1月 ～

23年
12月

24年
1月～12月

25年
1月～12月

26年
1月～12月 1月 ～

27年
12月 1月 ～

28年
12月

29年
1月～12月

30年
1月～12月

31年
令和元年
1月～12月

令和2年
1月～10月

合計
(H21.5～R2.10)

新受件数 104 180 151 139 133 147 150 96 151 142 202 105 1,700

既済件数 9 152 166 151 152 129 128 124 110 156 144 109 1,530

既済率
(累計） 8.7％ 56.7％ 75,2％ 83.3％ 89.1％ 88.9％ 88.3％ 91.9％ 89.6％ 91.7％ 89.1％ 90.0％ 90.0%

31年
1月 2月 3月 4月

令和元年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

合計
(21.5～R1.12）

新受件数 12 12 13 30 7 18 12 21 12 20 15 30 1.595

既済件数 7 16 13 2 10 15 17 1 8 12 21 22 1,421

既済率
(累叶） 89.3％ 89.7％ 89.8％ 87.9％ 88.2％ 88.2％ 88.6％ 87.4％ 87.2％ 86.8％ 87.4％ 87.1％ 89.1％

令和2年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

合計
(H21.5～R2.10)

新受件数 10 11 10 18 12 9 7 13 5 10 1,700

既済件数 10 16 4 1 0 7 19 14 16 22 1,530

既済率
(累計）

89.2％ 89.5％ 89.2％ 88.3％ 87.7％ 87.6％ 88.4％ 88.5％ 89.2％ 90.M 90.0％



勾留関係事件等年度別調査表

1 （杜對｝ 碧弾由開示請求墓

+II 雷 4割』取桝 干凶！

(c)請求総数のうち接見禁止等に対する準抗告

|(:鱒皇室姜鰯彗態対する件＃
((a)+(b))

錨
一
個
剛

請求総数 発付総数 ’ 却下総数 発付率

27 15,899 14,526 1,373 91.4％
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請求総数
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日
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８
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■
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邑
日
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第13表

勾留関係事件等の推移
1 勾留請求事件関係

24．365 一

】11

ｊ
ｌ
521

2.955l

j

j

1

1

】 I】 I
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年度

保釈請求事件関係（刑事第14部取扱い分）2
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第14表

被疑者国選弁護事件処理状況調査表

第15表

医療観察事件新受件数調査表

※括弧内の数字は，東京地裁以外の裁判所での入院決定に対する申立て

年度

勾留質問した被

疑者総数

勾留質問した
対象事件数

被疑者総
数に対する
割合

請求総数

’
対象事件

数に対す
割合

る 選任決定 請求撤回 却下

職権によ
る選任決
定

選任決定総数

対象事件

数に対する
割合

平成27年 15,900 10,621 66.8％ 7,298 68.7％ 7,119 167 12 151 7,273 68.5％

平成28年 15,143 10,080 66.6％ 6,880 68.3％ 6,650 132 30 139 6,789 67.4％

平成29年 14,929 9,992 66.9％ 6,767 67.7％ 6,595 145 23 173 6,768 67‘7％

平成30年 15,671 ]3,528 86.3％ 9,021 66.7％ 8,776 208 37 187 8,963 66.3％

令和元年
一ﾛﾏｰ一一一一一一己

(1～10月）

14，521
今 －－－－－－－－

12，303

一一

14,521

12,303

100.0%
ｰ一一一一一一

100.0%

9,560

8,067

65.8％

65.6％

9,308

7,847

182
一一 一一

161

70
－

59

261

216

9，569
，－－－■一

8,063

65.9％

65.5％

令和2年
(1～10月）

11,494 11,494 100.0% 7,874 68.5％ 7,642 92 34 161 7,803 67.9％

年度
42条1項の決
定をすることの

申立て

入院継続の確認
の申立て

退院の許可の申
立て

医療の終了の申
立て

通院期間延長の
申立て

再入院の
申立て

合計

平成27年 22 89(38） 48(22） 6(1) 2 0 167

平成28年 23 106(42) 33(13) 7(1) 1 1 171

平成29年 33 92(29） 36(17) 8(3) 3 1 173

平成30年 27 97(29） 32(1O) 5 4 0 165

令和元年
－0ユーーーニ▲－－喜一

(l～10月）

二一一宇甸一

22

16

99(20)
や←●G －c。*F－－－－－g ■ ■－
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ﾏ ﾏ* ‐‐－4毎.-』 今今‘｡‐－．毎－一ゆ一寸一一

25(10)
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■ー一子一ウロヴーF古 ■一一F一手一ら一一F互却
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一一 ■③ ｮ G ■ ｡一一■ 一一二●- ▲● ← -

1

162
三 守▲ ケー－T－三一

132

令和2年
(1～10月）

17 88(25） 19(5) 4 2 0 130


